
 

病床機能再編支援の事業概要 

 

１ 事業目的 

地域医療構想の実現に向け、地域の実情を踏まえた各圏域における医療機関の病床機

能再編にかかる自主的な取組に対し支援することにより、病床の機能分化・連携の一層

の推進を図る。 

 

２ 事業の概要 

事

業

名 

単独病院機能再編支援 再編統合支援 債務整理支援 

区

分 

〔対象３区分（高度急性期・

急性期・慢性期※）の減少を

伴う病床機能再編〕 

〔対象３区分（高度急性期・

急性期・慢性期※）の減少を

伴う病床機能再編〕 

病院の統合に応じた新

たな借入れ 

支

援 

要

件 

・地域医療構想調整会議の議

論の内容及び都道府県医療審

議会の意見を踏まえ、知事が

地域医療構想の実現に向けて

必要な取り組みであると認め

るものであること 

・病床機能再編を行う医療機

関における病床機能再編後の

対象３区分の許可病床数が、

平成30年度病床機能報告にお

ける稼働病床数の合計の90％

以下であること 

 

・地域医療構想調整会議の議

論の内容及び都道府県医療審

議会の意見を踏まえ、知事が

地域医療構想の実現に向けて

必要な取り組みであると認め

るものであること 

・統合関係病院のうち、１以

上の病院が廃止（有床診療所

化、診療所化も含む） 

・2025年度中までに統合が完

了する計画であり、全ての統

合関係病院が計画に合意して

いること 

・統合関係病院等の対象３区

分の総病床数の10％以上の減

少 

統合によって廃止とな

る病院の未返済の債務

を統合後に存続する病

院が金融機関から新た

に融資を受けて返済す

る場合 

基

準

額 

① 平成 30 年度の病床機 

能」報告において、対象３区

分として報告された病床の稼

働病床数の合計から一日平均

実同病床数までの間の削減に

ついて、対象３区分の病床稼

働率に応じ、減少病床１床あ

たり、下表に基づいて算出さ

れた額を支給する 

①統合関係病院等の施設ごと

に、平成30年度病床機能報告

において、対象３区分として

報告された病床の稼働病床数

の合計から一日平均実働稼働

病床数までの間の減少につい

て、対象３区分の病床稼働率

に応じ、減少病床１床あたり

下表に基づいて算出された額

の合計額を支給する 

承継病院が統合によっ

て廃止となる病院の未

返済の債務を返済する

ために、金融機関から

新たに受けた融資に対

する利子の総額 

ただし、融資期間は20

年、元本に対する利率

は年0.5％を上限とし

て算定する 
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②一日平均実働病床数以下まで減少する場合は、一日平均実働病床数以下の削減病

床数については、1床あたり2,280千円を支給する。 

※単独病院機能再編支援について、上記①及び②の算定にあたっては、回復期機能

への転換病床数及び介護医療院への転換病床数、過去に本事業の対象となった病床

数、同一開設者への医療機関へ病床を融通した場合、その融通した病床数を除く。 

※再編統合支援においては、重点支援区域として指定された統合関係病院等につい

ては、上記①及び②により算定された金額に1.5を乗じて算定された額の合計額を

支給する。 

病床稼働率 削減した場合の１床あたり単価 

50％未満 1,140千円 

50％以上60％未満 1,368千円 

60％以上70％未満 1,596千円 

70％以上80％未満 1,824千円 

80％以上90％未満 2,052千円 

90％以上 2,280千円 

 

 

 

 

 

 

 


